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９月 11日に開かれる拡大常任幹事会には、北海道、福岡、鹿児島などの遠隔地

を含め、全国総会の間に開かれる中間的会議としてはかつてない参加の申し出があ

ります。具体的な改憲案作成や各党間の“すり合わせ”の協議が開始されるという

情勢のなかで、憲法会議は組織の存在意義をかけたたたかいが求められています。 
                     

共同広げつつ独自の役割も 
中央憲法会議は９月１日担当常任幹

事会開き、拡大常任幹事会への報告に

ついて討議しました。 
また、憲法会議など８団体が事務局

となっている「５・３憲法集会実行委

員会」が開く「10・23シンポジウム憲
法改悪を許さない 国民投票法案をど

う考えるか」を成功させるなど、当面

の運動のなかでも共同の拡大に努める

こと、資料集発行などによる改憲論議

の批判・学習など、憲法会議独自の役

割発揮に努めることも確認しました。 
 

衆院憲法調査会が欧州「調査」 
衆院調査会は９月５日から 13日間、
欧州４カ国へ調査団を派遣しています。

例年おこなわれているものですが、今 

 

拡大常任幹事会のご案内 
 
◇日時 ９月 11日(土) 
◇会場 東京・文京区・全労連会館 
◇議題①憲法改悪をめぐる情勢 
  ②共同の拡大と憲法会議の役割 
  ③憲法会議の組織強化 
  ④その他 
 
年は議席が減ったことを理由に共産、

社民の議員はメンバーからはずされま

した。調査団は「日本が今後、集団的

安全保障の在り方を検討する際には、

日本の自衛隊の指揮権をどうするかは

避けて通れないと判断し、主権移譲に

ついてＥＵ加盟国の具体的対応を調べ

たいとしている。スウェーデン、フィ

ンランドでは、情報公開、個人情報保

護制度や憲法改正手続きを調べる」

（８月 22日、読売。）とのこと。共産、

憲法会議の真価が問われるとき 



社民抜きの旅行中、改憲の方向につい

ても論議するといわれています。 
 

笹森連合会長が 9条改憲発言 

連合の笹森清会長は 7日、自動車総
連の定期大会であいさつし、憲法 9 条
について、「1 項の戦争放棄条項の変
更は認めない。（戦力を保持しないと

した）２項については戦力を保持して

いる（自衛隊の）現状を容認して（改

正し、新たに設ける）３項で国際貢献

に寄与するとの（条文を入れる）扱い

にするのがいいのではないか」と述べ

た。（８日「読売」） 
 

２つの世論調査が示すもの 
【東京新聞】（６月 22日付） 
 参院選前におこなわれた「小泉内閣

支持者」の政策評価です。 
・９条を含めて改正すべき 35.1％ 
・改正すべき点はあるが９条改正には

反対 46.3％ 
・９条を含めて改正反対 13.0％  
【日経新聞】（９月６日付） 
 「日本経済新聞社の世論調査で、現

行憲法を『改正すべきだ』と回答した

人は 49％と半数を割り込んだ。同じ質
問をした今年４月の調査に比べて６ポ

イント低下し、2000年４月調査で６割
に達して以降では最も低い水準だ。逆

に『現在のままでいい』との回答は

33％で５％上昇した」 
 「意識の揺れが最も特徴的なのは若

い世者世代だ。これまで 20代は改憲派
が５―６割りを占めていたが、今回の

調査では４月調査より 10％低い４
６％。逆に護憲派は各世代で最も高い

40％に上った。イラクへの自衛隊の自
衛隊派遣やテロの脅威の高まりなど国

際情勢が激動する中、改憲論議に戸惑

う若者の心理を反映したともいえる」 

「壮大な府民運動」めざす 
 【大阪】 ７月の総会で情勢にふさ

わしい体制を確立した憲法会議は、８

月 20 日に開いた総会後第一回の幹事
会には 26 名が参加し、府民過半数を
結集する運動を確認しました。 
 その府民運動に向けた最初の行動と

して 9 月２日には淀屋橋で 50 名が参
加して宣伝行動をおこない、各団体の

代表が訴え、「九条の会」主催の講演会

への参加をよびかけました。 
 憲法会議では、「憲法改悪に反対し、

９条を守りましょう」の署名用紙を大

量に準備するとともに、９月 25 日に
は「憲法改悪反対の壮大な府民運動

を！団体・地域学習交流集会」を開催

します。また、ファックス版「大阪憲

法しんぶん速報版」を発行、定期的に

団体・地域へ呼びかけを強めています。 
 

総会開き憲法会議の役割再確認 
 【鳥取西部】 ８月 28 日、総会を
開きました。総会では憲法改悪をめぐ

る重大な情勢を確認し、「九条の会」の

よびかけを広げ、憲法会議への参加を

よびかける／憲法改悪反対の署名に住

民の過半数をめざして取り組む／街頭

宣伝・リレートーク・ビラ配布などを

「３の日行動」として行う／月一回の

憲法勉強会を引き続きおこなう／大小

さまざまな学習会、討論会を日常的に

おこなう―などを決めました。 


